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国
民
参
加
型
援
助
」
の
時
代
に
お
け
る
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府
の
役
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ガ
バ
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ス
の
観
点
か
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先
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う
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第
一
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官
と
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の
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を
前
提
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る
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の
多
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第
二
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ネ
ッ
ト
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ー
ク
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の
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的
可
能
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助
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と
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第
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：
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第
一
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第
二
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「
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疑
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」
：
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に
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略
・
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画
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定
の
必
要
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括
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第
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国
別
援
助
研
究
会
の
二
〇
年
：
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
議
論
が
整
合
的
な
具
体
的
事
例

　

第
一
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国
別
援
助
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究
会
、
国
別
援
助
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、
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事
業
実
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画
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一
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国
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の
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第
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Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
国
別
組
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再
編
と
国
別
事
業
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画

　
　

第
三
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外
務
省
の
国
別
援
助
計
画

　
　

第
四
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国
別
援
助
研
究
会
報
告
と
国
別
援
助
計
画
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
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第
二
節　

国
別
援
助
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究
会
の
委
員
構
成
の
変
化

　

第
三
節　

小
括

結
語

は
じ
め
に

　

一
九
九
〇
年
代
以
降
に
お
け
る
我
が
国
の
援
助
行
政
に
は
、
異
な
る
二
つ
の
変
化
が
見
受
け
ら
れ
る
。
援
助
に
多
様
な
行
為
者
が
関
与
す

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
一
方
で
、
政
府
自
ら
が
援
助
に
関
す
る
様
々
な
計
画
を
策
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
前
者
の
具
体
例
を
挙

げ
る
と
す
る
と
、
非
政
府
組
織（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）が
実
施
す
る
政
府
開
発
援
助（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）の
増
大
で
あ
る
。
様
々
な
枠
組
み
を
用
い
て
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
実

施
す
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
額
は
、
一
九
九
八
年
度
の
一
五
・
二
億
円
か
ら
二
〇
〇
三
年
度
の
七
〇
・
一
億
円
へ
伸
び
て
い
る（
五
月
女 

二
〇
〇
三
、

七
〇
）。
同
時
期
に
Ｏ
Ｄ
Ａ
総
額
が
一
四
一
〇
四
・
四
〇
億
円
（
一
九
九
八
年
）
か
ら
一
〇
二
九
一
・
五
三
億
円
（
二
〇
〇
三
年
）
に
減
少

し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
実
施
す
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
増
大
は
飛
躍
的
で
あ
る
。
Ｏ
Ｄ
Ａ
へ
の
国
民
の
支
持
を
拡
大
す
る
た
め
の
こ

う
し
た
改
革
の
方
向
は
「
国
民
参
加
型
援
助
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
国
民
参
加
が
志
向
さ
れ
る
そ
の
一
方
で
、
各
途
上
国
に
関
す
る
援
助

戦
略
と
で
も
言
う
べ
き
国
別
援
助
計
画
の
策
定
を
外
務
省
は
急
い
で
い
る
。
こ
う
し
た
一
見
関
係
な
い
出
来
事
を
総
合
的
に
分
析
す
る
こ
と
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は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
分
析
に
役
立
つ
枠
組
み
と
し
て
、
本
稿
で
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
中
心
に
据
え
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
を
用
い
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

問
題
解
決
の
手
段
な
り
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
使
う
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、「
国
民
参
加
型
援
助
」
の
時
代
に
お
い
て
政
府
の
役
割
が
強

調
さ
れ
る
と
い
っ
た
一
見
奇
妙
な
こ
と
は
、
実
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
は
な
い
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
問
題
解
決
に
用
い
る
際
に
は
当
然
の
様
に

見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
む
し
ろ
謎
で
あ
る
の
は
、
第
一
に
、
元
来
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
観
点
か
ら
分
析
可
能
で
あ
っ
た
援
助
行
政
に
関
し

て
、
市
場
や
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
観
点
か
ら
の
考
察
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、
官
民
の
対
立
関
係
を
前
提
と
し
た
結
果
と
し
て
、
援

助
行
政
に
お
け
る
政
府
の
責
任
に
関
し
て
あ
ま
り
分
析
が
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
の
方
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
の
検
証
を
踏
ま
え
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
が
援
助
行
政
研
究
の
主
流
と
な

ら
な
か
っ
た
要
因
を
解
明
す
る
。
そ
の
上
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
議
論
が
、
援
助
行
政
に
関
す
る
近
年
の
変
化
の
整
理
に
適
し
て
い
る
と
の

主
張
を
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
。「
マ
ル
コ
ス
疑
惑
」
ま
で
援
助
行
政
に
お
け
る
日
本
政
府
の
責
任
が
あ
ま
り
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い

う
の
は
、
も
と
も
と
民
間
部
門
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
援
助
行
政
に
お
い
て
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

冷
戦
終
焉
に
よ
る
財
政
状
況
の
変
化
と
相
ま
っ
て
、
よ
う
や
く
政
府
の
責
任
の
ジ
レ
ン
マ
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
先
述
の
国
別
援

助
計
画
は
政
府
が
責
任
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
の
一
例
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
国
際
協
力
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
の
国
際
協
力
総
合
研
修
所

が
主
宰
す
る
国
別
・
地
域
別
援
助
研
究
会
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
政
府
の
役
割
の
拡
大
が
政
府
機
構
の
強
化
に
つ
な
が
っ
て
い
く
過
程
を

示
す
。
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第
一
章　

援
助
行
政
と
問
題
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム

第
一
節　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
：
公
共
政
策
の
手
段
と
い
う
観
点
か
ら

第
一
項　

公
共
政
策
の
手
段
に
注
目
す
る
理
由

　

本
稿
は
援
助
行
政
を
公
共
政
策
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
。
政
府
が
公
共
財
や
準
公
共
財
を
提
供
す
る
た
め
に
意
図
的
に
行
う
行
為
（
あ
る

い
は
不
作
為
）
を
「
公
共
政
策
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
援
助
行
政
が
公
共
政
策
の
範
疇
に
入
る
の
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
援
助
行
政
の
結

果
は
被
援
助
国
の
み
な
ら
ず
日
本
社
会
に
も
裨
益
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
益
と
い
う
公
共
財
を
提
供
す
る
た
め
の
援
助
と
い
う
基
本
姿
勢

は
、
近
年
の
『
Ｏ
Ｄ
Ａ
白
書
』
や
新
Ｏ
Ｄ
Ａ
大
綱
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
無
論
、
援
助
行
政
が
他
の
公
共
政
策
と
全
く
同
じ
だ
と

言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ど
の
政
策
領
域
も
独
特
で
あ
り
公
共
政
策
は
色
々
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
は
、
安
易
な
特
殊
論
を
生
み
出
す

可
能
性
が
あ
る
。
比
較
可
能
な
共
通
点
を
見
出
し
な
が
ら
、
他
の
公
共
政
策
に
お
け
る
変
化
を
説
明
す
る
時
と
同
じ
言
語
で
援
助
行
政
の
変

化
を
語
ら
な
く
て
は
、
公
共
政
策
に
関
す
る
一
般
的
な
理
論
を
導
く
こ
と
が
困
難
に
な
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
は
「
共
通
言
語
」
と
し
て
公
共
政
策
の
構
成
要
素
に
注
目
す
る
。
公
共
政
策
は
、「
対
象
（
タ
ー
ゲ
ッ
ト
）」「
目
標
」「
手

段
」
の
三
つ
の
構
成
要
素
か
ら
な
る
（
新
藤　

二
〇
〇
四
）。
政
府
の
責
任
に
関
す
る
議
論
は
、
そ
の
内
の
「
手
段
」、
具
体
的
に
は
問
題
解

決
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
連
す
る
と
考
え
る
。
既
に
自
治
体
研
究
に
お
い
て
は
、
地
方
が
Ｎ
Ｐ
Ｍ
型
の
改
革
を
中
央
に
先
駆
け
て
行
っ
た
こ
と
で

（
村
松
・
稲
継
編
著　

二
〇
〇
三
、
稲
継　

一
三
〇
）、
行
政
改
革
が
ど
の
種
の
問
題
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
か
と
い
う

関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
実
際
に
、
外
川
（
二
〇
〇
五
ｂ
）
は
Ｎ
Ｐ
Ｍ
型
の
地
方
行
政
改
革
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
重
視
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
型
改
革

を
比
較
す
る
。
本
稿
は
問
題
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
へ
の
関
心
を
中
央
政
府
の
政
策
に
拡
大
し
な
が
ら
、
他
の
公
共
政
策
と
の
比
較
を
念
頭
に
置
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き
つ
つ
、
援
助
行
政
の
変
化
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

R
hodes

（
一
九
九
九
）
に
倣
う
と
、
資
源
配
分
な
ど
の
問
題
を
解
決
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
ヒ
エ

ラ
ル
キ
ー
、
市
場
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
表
１
参
照
）。
表
１
の
様

に
、
価
格
を
媒
体
と
し
て
資
源
が
配
分
さ
れ
る
市
場
や
、
権
威
や
指
揮
命
令
系
統
に
基
づ
く
ヒ
エ
ラ

ル
キ
ー
と
は
異
な
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
は
様
々
な
ア
ク
タ
ー
が
信
頼
に
基
づ
き
結
び
つ
い

て
リ
ソ
ー
ス
の
交
換
を
行
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
相
互
排
他
的
で
な
い
。
こ
の
点

は
、
外
川
（
二
〇
〇
五
ａ
）
な
ど
の
先
行
研
究
が
示
す
通
り
で
あ
る
。

　

第
二
項　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　

本
稿
で
は
表
１
の
三
種
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
内
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
中
心
に
据
え
て
日
本
の
援
助
行

政
を
論
じ
て
い
く
。
そ
の
際
に
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
が
有
す
る
イ
ン

プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
多
く
を
負
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
議
論
に
関
し
て
若
干
の
説
明
を
要
し
よ

う
。

　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
に
お
い
て
は
、
従
来
の
ガ
バ
メ
ン
ト
（
政
府
）
の

議
論
と
異
な
り
ガ
バ
メ
ン
ト
か
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
心
が
移
っ
て
い
る
。
自
己
組
織
的
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
お
け
る
、
構
成
員
の
政
府
か
ら
の
自
律
性
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（R

hodes 

2000, 61

）。
そ
の
一
方
で
、
舵
取
り
な
ど
に
関
す
る
政
府
の
責
任
に
関
し
て
は
否
定
さ
れ
て
お
ら

ず
、
漕
ぎ
手
の
責
任
と
舵
手
の
責
任
の
間
の
矛
盾
な
り
政
府
の
悩
み
な
り
に
つ
い
て
も
考
慮
さ
れ
て

表 1　問題解決メカニズム

市場 ヒエラルキー ネットワーク

関係の基礎 契約と所有権 雇用関係 リソースの交換

依存の程度 独立 依存 相互依存

交換の媒体 価格 権威 信頼

（出典）Rhodes (1999, xviii)より筆者作成。外川（2005a，271）も参照
した。
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い
る
。
外
川
（
二
〇
〇
五
ａ
、
二
八
九
）
が
整
理
す
る
よ
う
に
、
ロ
ー
ズ
の
考
え
方
に
し
て
も
、
ピ
ー
タ
ー
ズ
ら
の
国
家
中
心
的
ア
プ
ロ
ー

チ
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
議
論
に
し
て
も
、「
社
会
資
本
と
し
て
の
国
家
が
、
社
会
資
本
と
し
て
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
、

舵
取
り
、
調
整
、
条
件
整
備
、
仲
裁
、
斡
旋
、
裁
定
な
ど
の
役
割
を
『
中
心
的
に
』（
単
独
で
は
な
い
）
担
う
」
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
て

は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
政
府
の
責
任
の
ジ
レ
ン
マ
は
何
も
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
の
専
売
特
許
で
は
な
い
。
Ｎ
Ｐ
Ｍ
は
市
場
を
問
題
解
決
に
用
い
る
と

考
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
を
論
じ
た
毎
熊
（
二
〇
〇
一
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
が
「
政
府
の

撤
退
」
を
企
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
ま
た
、
外
川
（
二
〇
〇
五
ａ
）
が
ま
と
め
る
よ
う
に
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
の
中
に

は
Ｎ
Ｐ
Ｍ
と
一
部
重
な
る
類
型
が
あ（
１
）
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
外
延
を
厳
密
に
確
定
す
る
と
い
う
作
業
を
留
保
し
、
主
に
ロ
ー
ズ
の
分
類
に

負
い
な
が
ら
、「
価
格
を
媒
介
と
し
た
市
場
で
も
な
く
、
権
威
を
媒
介
と
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
で
も
な
い
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
問
題
解
決
に

用
い
る
考
え
方
で
あ
っ
て
、
政
府
の
役
割
の
ジ
レ
ン
マ
を
問
う
も
の
」
と
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
定
義
す
る
。

　

第
二
節　

先
行
研
究
の
検
証
：
問
題
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
観
点
か
ら

第
一
項　

官
と
民
の
対
立
関
係
を
前
提
と
す
る
研
究
の
多
さ

　

援
助
行
政
に
関
す
る
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
問
題
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
論
じ
る
に
際
し
て
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
市
場
の
ど
ち
ら
か
一
方

に
注
目
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
よ
り
厳
密
に
言
う
と
、
官
と
民
の
一
方
を
取
り
上
げ
も
う
一
方
に
対
す
る
優
位
を
説
く
研
究
が
主
流
で

あ
っ
た
。

　

前
者
の
例
と
し
て
は
、「
外
圧
」
を
外
的
要
因
と
し
て
理
解
す
る
の
み
な
ら
ず
、
官
僚
の
有
す
る
ツ
ー
ル
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
オ
ア
ー

（386）
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（
一
九
九
三
）
の
見
解
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
、
オ
ア
ー
（
一
九
九
三
）
の
分
析
は
官
僚
が
一
枚
岩
で
あ
る
と
見
な
し
て

は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
政
府
内
政
治
モ
デ
ル
に
よ
り
近
い
も
の
と
も
言
え
る
が
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
リ
ッ
ク
ス
も
同
じ
で
あ
る
（R

ix 

1980

）。
例
え
ば
、
彼
は
旧
国
際
協
力
事
業
団
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
の
設
立
経
緯
を
例
に
し
な
が
ら
、
各
省
庁
が
自
分
達
の
省
益
を
維
持
す
る
た

め
に
管
轄
争
い
を
行
う
様
子
を
描
写
す
る
。
オ
ア
ー
に
し
ろ
リ
ッ
ク
ス
に
し
ろ
、
官
の
民
に
対
す
る
優
位
を
前
提
に
し
つ
つ
、
ヒ
エ
ラ
ル

キ
ー
が
完
全
に
は
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
次
に
紹
介
す
る
市
場
（
民
）
優
位
の
考
え
方
と

似
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

一
方
、
村
井
（
一
九
八
九
）
や
鷲
見
（
一
九
八
九
）
な
ど
が
市
場
の
影
響
を
重
視
す
る
分
析
の
例
で
あ
る
。
村
井
（
一
九
八
九
）
は
Ｏ
Ｄ

Ａ
の
額
の
増
大
に
見
合
う
程
度
に
は
政
府
機
構
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
す
る
。
援
助
は
「
企
業
に
と
っ
て
は
、
取
り
っ
ぱ
ぐ
れ

の
な
い
商
売
」（
村
井　

一
九
八
九
、
九
）
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
商
社
、
建
設
会
社
、
メ
ー
カ
ー
に
牛
耳
ら
れ
」（
村
井　

一
九
八
九
、
二

一
）
て
い
る
と
い
う
基
本
認
識
に
立
つ
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
事
前
調
査
も
「『
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
調
査
団
』
と
は
名
ば
か
り
で
、
万
事
、
企
業
に
お

ま
か
せ
」（
村
井　

一
九
八
九
、
三
〇
）
だ
と
批
判
す
る
。
援
助
を
扱
う
省
庁
が
分
散
し
て
い
る
た
め
に
責
任
体
系
が
曖
昧
に
な
る
こ
と
を

嘆
く
村
井
（
一
九
八
九
）
の
見
方
は
、
援
助
行
政
の
問
題
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
市
場
の
優
位
を
前
提
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
同

じ
く
、
鷲
見
（
一
九
八
九
）
も
、
日
本
企
業
の
利
益
が
優
先
さ
れ
る
援
助
行
政
の
現
状
を
批
判
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
援
助
を
一
元
的
に
管
轄

す
る
援
助
庁
の
新
設
を
提
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
商
業
主
義
的
援
助
を
批
判
し
、
市
場
に
懐
疑
的
な
立
場
の
人
間
が
、
政
府
機
構
の
強
化

と
い
っ
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
型
の
問
題
解
決
を
模
索
す
る
の
は
、
市
場
と
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
二
項
対
立
を
想
定
し
て
い
る
興
味
深
い
例
で
あ

る
。

　

以
上
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
一
連
の
先
行
研
究
に
お
い
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
用
の
可
能
性
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
こ
れ
ま
で
の
援
助
行
政
研
究
に
お
い
て
は
、
問
題
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
の
が
官
か
民
か
と
い
っ

（387）
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た
立
場
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
一
方
で
、
官
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
し
て
は
理
論
的
整
備
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
援
助
行

政
に
お
け
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
の
参
加
の
拡
大
を
見
て
も
、
確
か
に
元
々
は
政
府
外
の
行
為
者
を
援
助
に
関
与
さ
せ
る
の
は
政
府
に
よ
る
効
率
性

の
追
求
の
た
め
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
活
用
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
昨
今
の
「
国
民
参
加
型
援
助
」
に
お

い
て
求
め
ら
れ
る
価
値
観
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
後
述
の
ジ
ャ
パ
ン
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｊ
Ｐ
Ｆ
）
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
市

場
型
の
み
で
は
語
り
尽
く
せ
な
い
価
値
の
追
求
が
援
助
行
政
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
援
助
行
政
に
お
け
る
問
題
解

決
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
市
場
や
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
以
外
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
慮
し
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
公
平
性
に
欠
く
。
行
政
改
革
の
議

論
に
お
い
て
も
、
市
場
志
向
の
改
革
や
裁
量
の
強
化
と
い
う
の
は
、
類
型
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
（P

eters 2001

）。

　

も
ち
ろ
ん
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
注
目
し
た
議
論
が
皆
無
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
。
ア
ラ
セ
は
旧
通
産
省
を
事
例
に
官
民
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

説
明
す
る
。
旧
通
産
省
を
中
心
と
し
旧
国
際
協
力
事
業
団
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
な
ど
の
実
施
機
関
が
周
り
を
囲
み
、
旧
経
団
連
な
ど
民
間
セ
ク

タ
ー
が
更
に
そ
の
外
側
を
囲
む
複
数
の
同
心
円
構
造
と
し
て
旧
通
産
省
の
援
助
行
政
に
関
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
描
い
て
い
る
（A

rase 

1995, 197

）。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ラ
セ
の
研
究
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
旧
通
産
省
の
所
管
で
あ
る
実
施
機
関
な
ど
も
含
ま
れ
て
い

る
と
い
う
点
で
は
、
む
し
ろ
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
は
、「
情
報
共
有
型
制
度
」
あ
る
い
は
「
官

民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
し
て
、
援
助
行
政
を
巡
る
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
論
じ
た
加
藤
（
一
九
九
八
）
の
研
究
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り

注
目
し
た
研
究
と
言
え
よ
う
。
ド
イ
ツ
の
援
助
行
政
に
関
し
て
は
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
特
質
ゆ
え
に
他
の
公
共
政
策
領
域
と
同
様
に

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
型
の
政
策
決
定
が
な
さ
れ
た
と
加
藤
（
一
九
九
八
）
は
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、「
一
般
的
に
、
国
家
と
社
会

の
境
界
を
不
明
瞭
に
す
る
と
い
わ
れ
る
、
日
本
の
『
官
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
の
実
像
に
、
開
発
協
力
分
野
か
ら
実
証
的
に
迫
り
た
い
」（
加

藤　

一
九
九
八
、
一
九
九
）
と
す
る
思
い
と
裏
腹
に
、
日
本
に
関
す
る
記
述
が
や
や
少
な
い
た
め
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
る
メ
リ
ッ
ト
が

十
分
生
か
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
弱
さ
も
あ
る
。
こ
の
様
に
、
問
題
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
中
心
に
据
え
る
研
究
は
援

（388）
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助
行
政
と
い
う
領
域
に
お
い
て
は
主
流
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
項　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
議
論
の
潜
在
的
可
能
性

　

援
助
行
政
に
関
す
る
先
行
研
究
の
ト
レ
ン
ド
と
対
照
的
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
議
論
は
、「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
等
の
他
の
用
語
で
置

き
換
え
ら
れ
る
場
合
も
含
め
て
、
日
本
の
自
治
体
研
究
や
Ｅ
Ｕ
の
分
析
に
お
い
て
直
接
的
間
接
的
に
多
用
さ
れ
て
き
た
（
村
松
・
稲
継
編
著

二
〇
〇
三
．，
上
山　

二
〇
〇
一
．，Sbragia 2000

）。
と
は
言
え
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
は
中
央
政
府
の
政
策
に
も

適
用
の
余
地
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

福
祉
政
策
が
良
い
例
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
介
護
保
険
を
例
と
し
て
、
参
加
の
拡
大
と
行
政
の
責
任
の
関
係
に
関
し
て
若
干
の
考
察
を
行

う
。
二
〇
〇
〇
年
に
介
護
保
険
が
ス
タ
ー
ト
し
た
後
、
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
と
し
て
認
証
さ
れ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
）
が
増
大
し
て
お

り
、
二
〇
〇
三
年
の
一
二
月
時
点
で
一
四
六
五
七
法
人
が
認
証
さ
れ
て
い
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
数
の
増
大
と
と
も
に
、
運
営
基
準
に
沿
っ
た
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
と
い
う
順
法
精
神
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
も
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
（
服
部　

二
〇
〇
四
）。
制
度
が
実
態
に
合
わ
な
い

場
合
に
、
改
正
の
提
言
で
は
な
く
、
独
自
の
解
釈
に
よ
り
現
場
で
対
応
し
よ
う
と
我
流
を
貫
く
こ
と
が
、
介
護
保
険
制
度
の
根
幹
を
揺
る
が

し
か
ね
な
い
と
し
て
必
ず
し
も
好
意
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
服
部　

二
〇
〇
四
）。
服
部
（
二
〇
〇
四
）
の
論
じ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
の
行
動
原
理
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
す
る
行
為
者
の
自
律
性
を
想
定
す
る
と
い
う
点
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
議
論
と
整
合
的
で
あ
る
。
介
護
保
険
に
関
し
て
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
自
治
体
が
積
極
的
に
吸
収
す
る
こ
と
を
提
案
し
つ
つ
、
自

治
体
の
財
政
基
盤
・
権
限
の
強
化
を
訴
え
る
渋
川
（
二
〇
〇
五
）
の
主
張
も
、
服
部
（
二
〇
〇
四
）
と
同
様
に
行
政
の
役
割
を
強
調
す
る
。

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
や
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
い
っ
た
用
語
こ
そ
用
い
ら
れ
な
い
も
の
の
、
政
府
の
舵
取
り
の
問
題
が
援
助
行
政
の
み
な
ら
ず

他
の
公
共
政
策
の
領
域
に
お
い
て
も
実
際
に
生
じ
つ
つ
あ
る
の
で
あ（
２
）
る
。

（389）
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古
く
か
ら
民
間
企
業
や
国
際
機
関
、
近
年
で
は
加
え
て
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
の
政
府
以
外
の
行
為
者
が
幅
広
く
関
わ
っ
て
き
た
援
助
行
政
に
関
し

て
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
は
特
に
よ
く
当
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
に
加
藤
（
一
九
九
八
）
は
、
情
報
と

い
う
リ
ソ
ー
ス
の
交
換
を
基
礎
と
し
た
、
官
民
の
相
互
依
存
関
係
を
前
提
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
ロ
ー
ズ
が
想
定
す

る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
（
表
１
参
照
）。

　

こ
の
様
に
援
助
行
政
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
観
点
か
ら
検
証
す
る
素
地
は
あ
っ
た
。
そ
れ
が
主
流
と
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
次
章
で
述
べ
る

よ
う
な
実
務
に
関
す
る
要
因
、
つ
ま
り
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
重
視
の
開
発
援
助
ア
プ
ロ
ー
チ
と
冷
戦
に
付
随
す
る
要
因
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え

ら
れ
る
。

註（
１
）　

ピ
ー
タ
ー
ズ
の
主
張
が
Ｎ
Ｐ
Ｍ
に
該
当
す
る
の
か
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
分
類
さ
れ
る
の
か
に
関
し
て
意
見
の
不
一
致
が
あ
る
こ
と
か
ら

も
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
代
表
的
論
者
の
一
人
と
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
（
後 

二
〇
〇
二
、
一
一
二
）、
彼
の

著
作
（
例
え
ば
、P

eters (2000)

）
に
表
れ
る
彼
の
関
心
は
Ｎ
Ｐ
Ｍ
に
止
ま
ら
な
い
様
々
な
問
題
解
決
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
あ
る
。

（
２
）　

具
体
例
は
、
日
本
で
な
く
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
あ
る
が
、
競
争
入
札
に
お
い
て
も
適
切
な
競
争
が
行
わ
れ
る
た
め
の
規
制
が

不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
規
制
行
政
に
関
す
る
足
立
・
森
脇
（
二
〇
〇
三
、
三
八
）
の
指
摘
は
こ
う
し
た
現
況
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
。

（390）
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第
二
章　

援
助
の
実
務
と
援
助
行
政
研
究
：
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
理
論
化
が
遅
れ
た
要
因

第
一
節　

国
外
的
要
因
：
開
発
援
助
ア
プ
ロ
ー
チ

　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
視
点
が
用
い
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
に
お
い
て
援
助
機
関

が
問
題
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
市
場
を
重
視
し
、
政
府
に
対
す
る
市
場
の
優
位
を
前
提
に
し
て
き
た
こ
と
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
そ
の

最
た
る
例
と
し
て
世
界
銀
行
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
変
遷
に
つ
い
て
概
観
を
述
べ
る
。
国
外
の
援
助
機
関
の
中
で
も
と
り
わ
け
世
界
銀
行
の
開
発

ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
日
本
の
援
助
行
政
研
究
の
認
識
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
様
子
が
、
先
行
研
究
か
ら
伺
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
鷲
見
（
一
九
八
九
）
は
、
世
界
銀
行
や
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
融
資
が
受
け
入
れ
国
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
様
子
を
糾
弾
す
る
と
い
う

作
業
を
、
日
本
の
援
助
の
在
り
方
へ
の
批
判
と
並
行
し
て
行
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
世
界
銀
行
の
ダ
ム
建
設
計
画
を
批
判
す

る
村
井
（
一
九
八
九
）
の
論
調
も
同
じ
で
あ
る
。
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
重
視
す
る
実
務
の
流
れ
が
、
先
行
研
究
の
認
識
に
も
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
こ
と
を
示
す
一
例
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
世
界
銀
行
を
定
義
し
て
お
こ
う
。「
国
際
復
興
開
発
銀
行
（
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｄ
）」
と
は
戦
後
復
興
の
た
め
に
一
九
四
五
年
に
設
立
さ
れ
た

機
関
で
あ
る
が
、
一
九
六
〇
年
創
設
の
「
国
際
開
発
協
会
（
Ｉ
Ｄ
Ａ
）」
と
併
せ
て
一
般
に
「
世
界
銀
行
」
と
呼
ば
れ
て
い（
３
）
る
。
二
〇
〇
四

年
度
に
お
け
る
開
発
政
策
融
資
の
承
認
額
は
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｄ
が
四
四
五
三
百
万
ド
ル
、
Ｉ
Ｄ
Ａ
が
一
六
九
八
百
万
ド
ル
で
あ
る
。
合
計
六
〇
〇
〇

百
万
ド
ル
強
と
い
う
額
は
、
二
〇
〇
四
年
暫
定
値
に
お
け
る
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
実
績
（
八
八
五
九
百
万
ド
ル
）
の
約
三
分
の
二
の
規
模
で
あ

り
、
世
界
銀
行
の
存
在
感
の
大
き
さ
が
こ
こ
か
ら
も
伺
え
る
。
こ
の
世
界
銀
行
の
採
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。

（391）
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一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
世
界
銀
行
が
採
用
し
た
構
造
調
整
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
政
府
の
非
効
率
性
を
正
す
た

め
に
、「
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
導
入
し
て
民
間
部
門
が
自
由
に
活
動
で
き
る
よ
う
な
環
境
を
つ
く
る
こ
と
を
目
標
と
し
、
新
古
典
派
経
済
学

の
理
論
に
立
脚
し
て
い
た
」（
池
田　

二
〇
〇
四
、
七
〇
）。
具
体
的
に
は
公
的
部
門
の
民
営
化
な
ど
が
推
し
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、「
市

場
の
失
敗
」
へ
の
関
心
が
少
な
い
こ
と
が
構
造
調
整
ア
プ
ロ
ー
チ
の
弱
点
と
し
て
批
判
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
政
府
の
役
割
が
再
度
注
目
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
（
白
鳥　

一
九
九
八
）。

　

新
制
度
派
経
済
学
を
理
論
的
な
背
景
と
し
、
市
場
を
補
完
す
る
よ
う
な
政
府
制
度
の
構
築
を
謳
っ
た
一
九
九
〇
年
代
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

構
造
調
整
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
（
小
池　

二
〇
〇
四
、
八
四
）。
し
か
し
な
が
ら
、
民
間
部
門
へ
の
信
頼
が
大
き
い
と
い

う
点
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
と
の
連
続
性
を
有
す
る
。
例
え
ば
、
一
九
九
七
年
の
世
界
銀
行
の
『
世
界
開
発
報
告　

一
九
九
七
』
に
見
ら
れ

る
主
張
は
、
能
力
の
高
い
政
府
に
関
し
て
は
そ
の
役
割
を
高
く
評
価
す
る
も
の
の
、
能
力
の
低
い
（
と
考
え
ら
れ
る
）
途
上
国
政
府
に
関
し

て
は
そ
の
役
割
は
制
約
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
能
力
の
低
い
政
府
に
関
し
て
は
、
代
わ
り
に
民
間
に
任
せ
る
方
が
良
い

と
さ
れ
た
（
白
鳥　

一
九
九
八
）。

　

一
九
九
六
年
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
の
Ｄ
Ａ
Ｃ
（
開
発
援
助
委
員
会
）
が
採
択
し
た
新
開
発
戦
略
に
お
い
て
は
、
一
九
九

〇
年
代
に
貧
困
削
減
が
援
助
の
ト
レ
ン
ド
と
な
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
、
貧
困
の
削
減
が
大
き
な
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
。「
参
加
型
」、

「
途
上
国
の
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
な
ど
が
、
目
標
実
現
の
た
め
の
方
法
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
に
は
同
時
に
「
成
果
主
義
」
と

い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
（
国
際
協
力
機
構　

二
〇
〇
三
、
四
）。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
は
時

と
し
て
対
立
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
途
上
国
が
そ
の
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
り
独
自
の
開
発
戦
略
を
策
定
し
よ
う
と
し
て

も
、「
プ
リ
ン
シ
パ
ル
」
で
あ
り
成
果
を
重
視
す
る
援
助
機
関
（
本
章
で
は
世
界
銀
行
）
の
意
向
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る

（
小
池　

二
〇
〇
四
、
九
八
）。

（392）
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一
九
九
九
年
に
世
界
銀
行
・
Ｉ
Ｍ
Ｆ
総
会
で
策
定
が
合
意
さ
れ
た
貧
困
削
減
戦
略
ペ
ー
パ
ー
（P

overty R
eduction Strategy P

apers;
以
降
「
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
」
と
略
）
も
実
務
に
お
け
る
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
重
視
を
一
部
反
映
し
て
い
る
。
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
と
は
、「
途
上
国
政
府
の
オ
ー

ナ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、
幅
広
い
関
係
者
が
参
画
し
て
策
定
さ
れ
る
、
貧
困
削
減
に
焦
点
を
当
て
た
三
年
間
の
経
済
社
会
開
発
計
画
」（
国
際
協

力
機
構　

二
〇
〇
三
、
四
）
で
あ
り
、
平
た
く
言
え
ば
途
上
国
国
家
を
単
位
と
し
た
援
助
の
上
位
目
標
で
あ
る
。
こ
の
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
に
関
し
て

も
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
重
視
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｍ
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
（
牧
野　

二
〇
〇
二
、
一
〇
一
）。
実
際
に
多
く

の
国
で
国
営
企
業
の
民
営
化
が
目
標
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
、
従
来
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
「
Ｎ
Ｐ

Ｍ
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
い
う
言
い
方
も
あ
り
（
外
川　

二
〇
〇
五
ａ
）、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
が
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
の
根
源
だ
と
し
て
も
、
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
が

構
造
調
整
ア
プ
ロ
ー
チ
同
様
に
、
市
場
の
み
を
問
題
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
重
視
し
て
い
る
と
は
一
概
に
は
言
え
な（
４
）
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
基
本
的
に
援
助
の
実
務
が
官
と
民
の
対
立
構
造
を
前
提
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
以
上
の
議
論
が
主
と
し
て
援
助
国
な
り
援
助
機
関
が
被
援
助
国
に
何
を
期
待
す
る
か
と
い
う
話
で
あ
り
、

援
助
国
の
援
助
行
政
や
政
策
決
定
過
程
と
直
接
に
は
関
係
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
開
発
援
助
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
市
場
メ
カ
ニ
ズ

ム
が
多
用
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
援
助
戦
略
の
策
定
や
援
助
の
実
施
と
い
っ
た
援
助
国
に
お
け
る
援
助
行
政
の
分
析
に
お
い
て
、
官
民
の
ラ

イ
バ
ル
関
係
を
前
提
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
理
論
的
根
拠
は
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
節　

国
内
的
要
因
：
必
ず
し
も
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
舵
取
り

　

政
府
以
外
の
行
為
者
が
援
助
行
政
に
関
わ
る
こ
と
は
、「
国
民
参
加
型
援
助
」
が
叫
ば
れ
て
い
る
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
援
助

行
政
の
意
思
決
定
に
お
け
る
民
間
セ
ク
タ
ー
の
影
響
力
は
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
戦
後
初
期
の
賠
償
行
政
と
そ
れ
に
続
く
援
助
行
政

（393）
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に
お
い
て
は
、
少
な
い
人
的
リ
ソ
ー
ス
で
い
か
に
援
助
を
量
的
に
拡
大
さ
せ
る
か
が
問
わ
れ
て
き
た
が
、
数
次
に
わ
た
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
中
期
目
標

に
お
い
て
成
果
を
最
大
限
に
上
げ
る
た
め
の
工
夫
が
、
民
間
へ
の
依
存
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
芦
立　

二
〇
〇
一
．，
芦
立　

二
〇
〇
二
）。

も
ち
ろ
ん
民
間
部
門
と
言
っ
て
も
幅
広
い
参
加
が
見
ら
れ
た
訳
で
は
な
く
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど
企
業
を
中
心
と
し
た
行
為
者
の
関
与
に

限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
。
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
地
理
的
配
分
の
決
定
な
ど
に
お
い
て
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
情
報
を
多
く
有
す
る
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
（
芦
立　

二
〇
〇
一
．，
芦
立　

二
〇
〇
二
）。
こ
の
様
な
時
期
に
は
、
政
府
に
よ
る
援
助
行
政
の
舵
取

り
は
あ
ま
り
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
り
わ
け
、
八
〇
年
代
に
は
、
日
本
の
援
助
行
政
は
他
国
と
異
な
る
様
相
を
呈
し
た
。
財
政
難
の
中
で
Ｏ
Ｄ
Ａ
予
算
の
捻
出
に
苦
し
ん
だ

欧
米
諸
国
に
お
い
て
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
用
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
利
用
さ
れ
た
理
由
は
、
第
一
に
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
や
安
い
ス
タ
ッ
フ
を
多
く
抱
え
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
利
用
す
る
こ
と
が
人
件
費
節
約
に
な
る
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
へ
の

支
払
い
を
削
減
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
第
三
に
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
は
無
駄
が
多
い
と
の
批
判
を
回
避
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
（
山
田　

一
九
九
一
、
一
〇
〇
）。
欧
米
諸
国
と
対
照
的
に
、
日
本
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
用
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
活
用
さ
れ
な
か
っ
た
背
景
に

あ
る
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
安
全
保
障
上
の
理
由
か
ら
Ｏ
Ｄ
Ａ
が
防
衛
費
と
並
ん
で
予
算
の
「
聖
域
」
と
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
予
算
の
拡
大
期
に
は
「
政
府
が
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
積
極
的
に
活
用
し
て
い
こ
う
と
い
う
視
点
に
欠
け
て
い
た
」（
保
坂　

一
九
九
六
、
一
七
）。

つ
ま
り
、
援
助
の
効
率
を
上
げ
る
た
め
に
政
府
外
の
行
為
者
に
援
助
の
実
施
を
委
ね
る
こ
と
に
対
し
て
は
消
極
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
三
公
社
の
民
営
化
な
ど
効
率
化
（
民
活
）
の
方
向
性
を
見
せ
た
他
の
領
域
と
異
な
る
。

　

民
間
部
門
の
一
部
が
政
策
決
定
に
影
響
力
を
持
つ
一
方
で
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
多
様
な
行
為
者
が
関
与
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
政
府

の
責
任
の
在
り
方
に
関
し
て
問
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
加
藤
（
一
九
九
八
）
の
指
摘
す
る
よ
う
な
情
報
と
い
う

リ
ソ
ー
ス
を
交
換
の
媒
体
と
し
た
官
民
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
よ
り
は
、
官
と
民
の
対
立
す
る
構
図
が
先
行
研
究
の
主
流
と

（394）
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な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
が
変
化
し
た
の
は
、「
マ
ル
コ
ス
疑
惑
」
に
よ
っ
て
援
助
の
戦
略
性
が
要
請
さ
れ
、
か
つ
冷
戦
が
終
焉
し
て
Ｏ
Ｄ
Ａ
が
予

算
の
「
聖
域
」
で
は
な
く
な
っ
た
一
九
九
〇
年
代
で
あ
る
。
援
助
行
政
を
官
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
視
点
か
ら
分
析
す
る
の
を
困
難
に
し
て
い

た
要
因
が
減
少
し
た
こ
の
時
期
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
を
用
い
る
メ
リ
ッ
ト
が
見
え
や
す
い
時
期
と
言
え
る
。

註（
３
）　

世
界
銀
行
東
京
事
務
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。
狭
義
の
世
界
銀
行
は
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｄ
の
み
を
指
す
。

（
４
）　

ま
た
、
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
が
広
ま
る
際
の
、
日
本
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
認
め
る
見
方
も
あ
る
た
め
、
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
が
日
本

で
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
流
れ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
世
界
銀
行
の

流
れ
を
国
外
的
要
因
と
し
て
論
じ
る
こ
と
が
必
ず
し
も
適
切
と
は
言
え
な
い
。

第
三
章　

環
境
の
変
化
と
舵
手
責
任
の
明
確
化
の
要
請
：
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
理
論
化
を
促
進
す
る
要
因

第
一
節　

冷
戦
終
焉
と
参
加
の
拡
大

　

日
本
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
を
支
援
す
る
形
で
途
上
国
へ
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
実
施
す
る
「
草
の
根
無
償
資
金
協
力
」
や
「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
補
助
金
」
が
開
始
さ

れ
た
の
は
一
九
八
九
年
度
の
こ
と
で
あ
る
が
、
援
助
行
政
の
実
施
に
関
す
る
行
為
者
の
多
様
性
が
顕
著
に
な
る
の
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半

以
降
で
あ
る
。
背
景
に
あ
る
の
は
、
冷
戦
終
焉
を
受
け
て
「
聖
域
」
で
な
く
な
っ
た
Ｏ
Ｄ
Ａ
が
財
政
構
造
改
革
法
に
お
い
て
一
〇
％
削
減
さ

れ
た
こ
と
な
ど
の
厳
し
い
環
境
を
受
け
て
、「
Ｏ
Ｄ
Ａ
が
、
よ
り
効
果
的
に
、
よ
り
重
点
的
に
、
透
明
性
を
も
っ
て
実
施
さ
れ
る
た
め
に
、

（395）
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日
本
国
民
の
意
欲
や
能
力
を
い
か
に
活
か
し
て
、
参
加
さ
せ
る
か
」（
五
月
女　

二
〇
〇
三
、
六
五
）
が
援
助
担
当
者
の
関
心
事
項
に
な
っ

た
こ
と
で
あ
る
。「
今
後
の
経
済
協
力
の
あ
り
方
」
に
関
す
る
世
論
調
査
（
内
閣
府
実
施
）
の
結
果
を
分
析
し
た
長
谷
川
・
小
浜
（
二
〇
〇

四
）
は
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
批
判
の
理
由
と
し
て
「
経
済
不
況
」「
財
政
難
」
を
あ
げ
る
人
は
数
の
上
で
は
多
い
が
、
近
年
の
傾
向
と
し
て
は
「
不
透

明
」「
成
果
を
あ
げ
て
い
な
い
」「
非
効
率
」
と
い
っ
た
援
助
の
あ
り
方
や
中
身
に
対
す
る
不
満
か
ら
不
支
持
を
表
明
す
る
人
の
増
加
が
顕
著

で
あ
る
と
す
る
（
長
谷
川
・
小
浜　

二
〇
〇
四
、
四
）。
援
助
の
実
施
の
あ
り
方
に
関
心
が
向
い
た
の
は
自
然
な
流
れ
と
い
え
よ
う
。

　

近
年
で
は
「
国
民
参
加
型
援
助
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
見
ら
れ
る
様
に
、
様
々
な
行
為
者
を
援
助
行
政
の
効
率
的
実
施
等
の
た

め
に
活
用
し
よ
う
と
い
う
方
向
も
見
受
け
ら
れ
る
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
例
に
す
る
と
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
へ
の
支
援
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の

連
携
は
近
年
目
覚
し
く
増
大
し
て
い
る
。

　

Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
対
す
る
支
援
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
連
携
と
比
べ
て
歴
史
が
古
い
。
先
述
の
「
草
の
根
無
償
資
金
協
力
」
や
「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
補
助
金
」
が
開

始
さ
れ
た
の
は
一
九
八
九
年
度
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
「
草
の
根
無
償
資
金
協
力
」
を
拡
充
し
た
「
日
本
Ｎ
Ｇ
Ｏ
事
業
補
助
金
」
が
二
〇

〇
二
年
度
に
創
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
二
年
度
よ
り
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
が
「
草
の
根
技
術
協
力
事
業
」
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
従
来

か
ら
行
っ
て
い
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
地
方
自
治
体
、
大
学
な
ど
と
の
連
携
事
業
を
引
き
続
き
行
っ
て
い
く
一
方
で
、
国
民
の
発
意
に
よ
る
国
際
協
力

活
動
を
支
援
す
る
」
た
め
の
支
援
制
度
で
あ
る
（
国
際
協
力
プ
ラ
ザ　

二
〇
〇
四
、
六
）。

　

次
に
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
連
携
の
具
体
例
と
し
て
は
、
市
民
、
政
府
と
企
業
が
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
初
動
資
金
を
プ
ー
ル
す
る
「
ジ
ャ
パ
ン
・
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
（
Ｊ
Ｐ
Ｆ
）」
の
創
設
が
挙
げ
ら
れ
る
（
二
〇
〇
〇
年
八
月
開
始
）。
Ｊ
Ｐ
Ｆ
と
は
政
府
が
資
金
を
提
供
し
、
市
民
が
寄
付
を
行

い
、
企
業
が
支
援
す
る
こ
と
で
蓄
え
ら
れ
た
資
金
を
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
代
表
も
含
め
た
評
議
会
で
決
定
し
た
方
針
に
基
づ
き
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
実
施
す
る
制

度
で
あ
る
。
Ｊ
Ｐ
Ｆ
は
、「
そ
れ
ま
で
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
苦
労
し
て
き
た
『
い
か
に
し
て
初
動
資
金
を
確
保
す
る
か
』
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
へ
の

一
つ
の
回
答
」（
国
際
協
力
プ
ラ
ザ　

二
〇
〇
四
、
二
二
）
と
な
っ
た
。
イ
ラ
ク
支
援
に
際
し
て
ヨ
ル
ダ
ン
国
境
の
イ
ラ
ク
難
民
へ
の
緊
急

（396）



17

「国際参加型援助」の時代における政府の役割

支
援
な
ど
に
活
用
さ
れ
、
国
際
的
な
評
価
を
受
け
た
（
国
際
協
力
プ
ラ
ザ　

二
〇
〇
四
、
五
）。

　

こ
の
よ
う
に
近
年
Ｏ
Ｄ
Ａ
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。
様
々
な
枠
組
み
を
通
じ
て
外
務
省
か
ら
日
本
の

Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
供
与
さ
れ
る
支
援
予
算
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
関
連
の
予
算
も
含
め
て
、
一
九
九
八
年
度
の
一
五
・
二
億
円
か
ら
、
一
八
・
六
億
円
（
一

九
九
九
年
度
）、
三
〇
・
二
億
円
（
二
〇
〇
〇
年
度
）、
三
九
・
九
億
円
（
二
〇
〇
一
年
度
）、
五
六
・
五
億
円
（
二
〇
〇
二
年
度
）、
七

〇
・
一
億
円
（
二
〇
〇
三
年
度
）
と
飛
躍
的
に
伸
び
て
い
る
（
五
月
女　

二
〇
〇
三
、
七
〇
）。
も
っ
と
も
、
援
助
の
実
施
に
お
け
る
役
割

が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
関
し
て
も
、
政
策
策
定
に
お
け
る
役
割
は
相
対
的
に
小
さ
い
と
さ
れ
て
い
る
（
五
月
女　

二
〇
〇
三
、
六

六
）。
実
施
の
担
い
手
が
拡
大
し
て
も
、
政
府
の
舵
取
り
の
責
任
が
な
く
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
る
。

第
二
節　
「
マ
ル
コ
ス
疑
惑
」
：
政
府
に
よ
る
援
助
戦
略
・
計
画
策
定
の
必
要
性

　

Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
整
備
・
強
化
さ
れ
始
め
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
、
日
本
が
援
助
に
関
し
て
国
家
戦
略
を
持
つ
べ
き
で
あ

る
と
い
う
議
論
が
見
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
。
き
っ
か
け
は
一
九
八
〇
年
代
半
ば
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
舞
台
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
マ
ル
コ
ス
疑

惑
」（
旧
マ
ル
コ
ス
政
権
に
対
す
る
援
助
と
贈
収
賄
疑
惑
）
で
あ
っ
た
。

　

か
つ
て
の
援
助
行
政
は
、
後
藤
（
二
〇
〇
五
、
一
六
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
民
間
主
導
型
」
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
開
発
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
の
計
画
策
定
段
階
か
ら
の
影
響
力
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
賠
償
行
政
を
含
め
た
戦
後
の
援
助
行
政
が
民
間
部
門
を
活
用
し
た
こ
と
、

及
び
そ
の
制
度
的
遺
産
に
原
因
が
あ
る
（
芦
立　

二
〇
〇
一
．，
芦
立　

二
〇
〇
二
）。
そ
の
意
味
で
は
、
昔
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
民
間
の

強
い
も
の
）
が
存
在
し
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
量
的
拡
大
に
関
心
が
集
ま
り
、
政
府
の
責
任
つ
ま
り
援
助
の
戦
略
性
に
つ
い
て
問
わ
れ

る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
こ
と
が
批
判
の
的
と
な
っ
た
（
鷲
見　

一
九
八
九
）。

（397）
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こ
う
し
た
状
況
は
八
〇
年
代
後
半
の
「
マ
ル
コ
ス
疑
惑
」
を
契
機
に
一
変
し
た
。「
マ
ル
コ
ス
疑
惑
」
の
発
端
は
、
一
九
八
六
年
三
月
に

ア
メ
リ
カ
の
上
院
外
交
委
員
会
が
、
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
マ
ル
コ
ス
前
大
統
領
が
行
っ
た
不
正
蓄
財
に
関
す
る
文
書
を
公

表
し
た
中
に
、
日
本
企
業
の
リ
ベ
ー
ト
合
戦
を
証
拠
づ
け
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
円
借
款
事
業
の
受
注
に
関
し
て
、
複
数

の
日
本
企
業
が
、
高
額
な
手
数
料
を
含
む
契
約
を
敢
え
て
受
け
入
れ
、
そ
の
手
数
料
が
マ
ル
コ
ス
前
大
統
領
や
そ
の
側
近
達
の
懐
に
入
っ
た

こ
と
を
示
す
文
書
と
さ
れ
た
の
で
あ（
５
）
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
政
治
危
機
と
円
借
款
の
供
与
は
相
関
関
係
に
あ
る
と
の
指
摘
が
か
つ
て
か
ら
存
在

し
た
が
（
村
井　

一
九
八
九
、
六
）、
政
権
中
枢
の
私
利
私
欲
の
た
め
に
援
助
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
実
証
す
る
具
体
例
と
さ
れ
た
。
同
じ

く
一
九
八
六
年
の
秋
に
は
、
調
査
事
業
の
受
注
に
関
し
て
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
複
数
の
幹
部
が
国
内
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
か
ら
賄
賂
を
受
け
取
っ
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
り
、
援
助
行
政
の
在
り
方
へ
の
批
判
が
高
ま
っ
た
。

　

こ
う
し
た
一
連
の
不
祥
事
を
き
っ
か
け
に
、
援
助
の
国
家
戦
略
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
九
〇
年
代
以

降
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
供
与
に
関
す
る
原
則
を
明
記
し
た
Ｏ
Ｄ
Ａ
大
綱
（
一
九
九
二
年
策
定
、
二
〇
〇
三
年
改
定
）
や
国
別
援
助
計
画
（
二
〇
〇
〇
年

よ
り
策
定
）
な
ど
の
国
家
戦
略
が
立
て
続
け
に
策
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
国
別
援
助
計
画
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
次
章
で

述
べ
る
こ
と
と
な
る
。

第
三
節　

小
括

　

加
藤
（
一
九
九
八
）
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
昔
か
ら
援
助
行
政
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
視
点
で
の
分
析
を
行
い
や
す
い
領
域
で
あ
っ
た
。
援

助
行
政
に
お
い
て
は
「
民
間
主
導
型
」
と
見
な
さ
れ
る
ま
で
に
、
政
府
外
の
行
為
者
が
あ
る
程
度
政
策
に
関
与
し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
に
政
府
の
舵
取
り
の
責
任
と
い
う
要
素
が
目
に
見
え
や
す
い
形
で
存
在
す
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
枠
組
み
か
ら
援
助
行
政
を
分
析
す

（398）
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る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
先
行
研
究
の
多
く
が
官
と
民
の
協
力
に
つ
い
て
注
目
し
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
援

助
機
関
の
開
発
援
助
ア
プ
ロ
ー
チ
や
冷
戦
期
に
Ｏ
Ｄ
Ａ
が
予
算
の
「
聖
域
」
と
さ
れ
た
こ
と
な
ど
の
国
内
外
の
要
因
の
た
め
で
あ
る
（
前
章

参
照
）。
そ
の
た
め
、
援
助
行
政
は
特
殊
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

　

開
発
援
助
ア
プ
ロ
ー
チ
の
傾
向
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
も
大
き
く
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
マ
ル
コ
ス
疑
惑
」
や
冷
戦
終
焉
に

よ
り
援
助
行
政
を
取
り
巻
く
状
況
が
変
わ
り
、
援
助
行
政
が
他
の
政
策
と
類
似
の
ジ
レ
ン
マ
に
あ
る
事
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、「
国
民
参
加
型
援
助
」
が
目
指
さ
れ
様
々
な
行
為
者
が
関
与
す
る
一
方
で
、
援
助
に
関
す
る
政
府
の
情
報
収
集
や
計
画
策
定

の
能
力
が
問
わ
れ
、
政
府
機
構
の
強
化
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
で
は
漕
ぎ
手
と
舵

手
の
責
任
の
矛
盾
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
が
、
援
助
行
政
の
現
況
は
こ
う
し
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
の
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
整
合

的
で
あ
る
。

　

次
な
る
問
題
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
観
点
か
ら
、
近
年
の
援
助
行
政
を
再
構
成
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
府
機
構
の
強
化
が
要
請
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
の
方
向
で
実
際
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
舵
手
で
あ
る
政
府
の
役
割
ま
で
も
縮
小
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
市
場
を
問
題
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
重
視
す
る
立
場
の
方
が
よ

り
説
得
力
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
Ｏ
Ｄ
Ａ
大
綱
な
ど
の
援
助
目
標
の
策
定
が
急
が
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は

解
答
と
し
て
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。
次
章
で
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
国
際
協
力
総
合
研
修
所
の
国
別
・
地
域
別
援
助
研
究
会
を
中
心
に
し
た
情

報
網
を
具
体
例
と
し
な
が
ら
上
述
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
に
な
る
。

註（
５
）　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
六
年
三
月
二
二
日 

夕
刊 

一
頁
。
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第
四
章　

国
別
援
助
研
究
会
の
二
〇
年
：
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
議
論
が
整
合
的
な
具
体
的
事
例

第
一
節　

国
別
援
助
研
究
会
、
国
別
援
助
計
画
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
事
業
実
施
計
画
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
関
係
の
確
立

第
一
項　

国
際
協
力
総
合
研
修
所
の
国
別
援
助
研
究
会

　

先
述
の
「
マ
ル
コ
ス
疑
惑
」
を
契
機
と
し
て
、
援
助
に
お
け
る
理
念
を
明
確
に
す
べ
き
だ
と
い
う
声
が
国
内
で
高
ま
っ
た
。
そ
こ
で
援
助

戦
略
の
明
確
化
の
前
提
作
業
と
し
て
、
国
別
・
地
域
別
援
助
研
究
会
（
以
下
、「
国
別
援
助
研
究
会
」
と
略
）
が
、
一
九
八
六
年
度
に
ス

タ
ー
ト
し
た
。
国
別
援
助
研
究
会
と
は
、
政
治
・
経
済
・
社
会
な
ど
の
幅
広
い
視
点
か
ら
途
上
国
の
現
状
や
動
き
に
関
す
る
情
報
を
得
て
、

そ
れ
を
分
析
し
援
助
の
在
り
方
を
検
討
す
る
た
め
の
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
研
究
会
で
あ
る
。
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
国
内
機
関
で
あ
る
国
際
協
力
総
合
研
修

所
が
主
宰
し
、
四
名
か
ら
十
数
名
程
度
の
委
員
が
報
告
書
の
作
成
に
当
た
る
。
最
初
の
国
別
援
助
研
究
会
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
対
象
に
し
た
の

は
、
歴
史
的
な
流
れ
を
考
え
る
と
首
肯
で
き
る
。

第
二
項　

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
国
別
組
織
再
編
と
国
別
事
業
実
施
計
画

　

援
助
理
念
の
明
確
化
の
要
請
に
加
え
て
、
国
別
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
が
国
際
的
な
ト
レ
ン
ド
と
な
っ
た
た
め
（
三
輪　

二
〇
〇
五
）、
国
別

ア
プ
ロ
ー
チ
が
援
助
実
施
に
際
し
て
益
々
大
き
な
課
題
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
動
き
は
一
九
九
九
年
度
の
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
国
別
組
織
再
編
、
そ
し

て
同
年
度
に
策
定
が
始
ま
っ
た
国
別
事
業
実
施
計
画
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

国
別
再
編
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
業
務
別
・
課
題
別
で
あ
っ
た
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
組
織
編
成
に
国
別
の
新
た
な
軸
が
追
加
さ
れ
た
。
具
体
的
に

は
、
ア
ジ
ア
第
一
部
、
ア
ジ
ア
第
二
部
、
中
南
米
部
、
ア
フ
リ
カ
・
中
近
東
・
欧
州
部
が
新
設
さ
れ
た
（
橋
本　

一
九
九
九
、
三
七
二
）。
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橋
本
行
革
や
特
殊
法
人
統
廃
合
を
背
景
に
し
た
外
部
の
圧
力
も
大
き
か
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
若
手
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
ボ
ト
ム

ア
ッ
プ
型
の
再
編
で
あ
っ
た
。

　

国
別
再
編
と
同
じ
年
に
開
始
さ
れ
た
国
別
事
業
実
施
計
画
と
は
、「
国
別
の
援
助
政
策
の
枠
組
み
の
中
で
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
事
業
実
施
の
基
本

的
な
考
え
方
を
取
り
ま
と
め
る
」
内
部
資
料
で
あ（
６
）
る
。
当
該
被
援
助
国
に
お
け
る
開
発
の
方
向
性
（
当
該
国
に
お
け
る
開
発
の
方
向
性
と
援

助
重
点
分
野
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
協
力
の
基
本
的
な
考
え
方
）
と
開
発
課
題
・
事
業
計
画
か
ら
な
る
。
二
〇
〇
三
年
度
版
は
、
五
八
カ
国
に
つ
い

て
作
成
さ
れ
た
。

第
三
項　

外
務
省
の
国
別
援
助
計
画

　

事
業
実
施
計
画
の
説
明
に
お
け
る
「
国
別
の
援
助
政
策
の
枠
組
み
」
の
中
に
含
ま
れ
る
の
が
、
国
別
援
助
計
画
で
あ
る
。
政
府
の
よ
り
高

次
な
目
標
と
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
よ
り
策
定
が
始
ま
っ
た
。
策
定
に
際
し
て
は
「
Ｏ
Ｄ
Ａ
総
合
戦
略
会
議
」（
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
専
門
的
知
見
や
経

験
を
有
す
る
委
員
で
構
成
）
に
お
い
て
議
論
・
提
言
が
な
さ
れ
る
。
外
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用
す
る
と
、
国
別
援
助
計
画
と
は
、

「
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
効
率
性
・
透
明
性
向
上
に
向
け
た
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
、
被
援
助
国
の
政
治
・
経
済
・
社
会
情
勢
の
認
識
を
踏
ま
え
、
開

発
計
画
や
開
発
上
の
課
題
を
勘
案
し
た
上
で
、
今
後
五
年
間
程
度
を
目
処
と
し
た
我
が
方
の
援
助
計
画
を
示
す
も
の
」
で
あ
り
、「
Ｏ
Ｄ
Ａ

大
綱
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
中
期
政
策
の
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
具
体
的
な
案
件
策
定
の
指
針
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
。「
計
画

の
策
定
に
よ
り
主
要
被
援
助
国
に
対
す
る
我
が
国
の
援
助
計
画
が
国
内
の
み
な
ら
ず
国
際
社
会
に
広
く
発
信
さ
れ
て
い
く
こ
と
」
が
期
待
さ

れ
、「
公
表
後
に
内
外
よ
り
寄
せ
ら
れ
た
意
見
や
被
援
助
国
の
情
勢
等
を
踏
ま
え
て
、
要
す
れ
ば
随
時
見
直
し
を
行
っ
て
い
く
」
旨
を
謳
っ

て
い
る
。
二
〇
〇
五
年
一
一
月
現
在
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
（
二
〇
〇
〇
年
三
月
）、
タ
イ
（
二
〇
〇
〇
年
三
月
）、
ベ
ト
ナ
ム
（
二
〇
〇
〇
年

六
月
策
定
、
二
〇
〇
四
年
四
月
改
定
）、
エ
ジ
プ
ト
（
二
〇
〇
〇
年
六
月
）、
ガ
ー
ナ
（
二
〇
〇
〇
年
六
月
）、
タ
ン
ザ
ニ
ア
（
二
〇
〇
〇
年
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六
月
）、
フ
ィ
リ
ピ
ン
（
二
〇
〇
〇
年
八
月
）、
ケ
ニ
ア
（
二
〇
〇
〇
年
八
月
）、
ペ
ル
ー
（
二
〇
〇
〇
年
八
月
）、
中
国
（
二
〇
〇
一
年
一
〇

月
）、
マ
レ
ー
シ
ア
（
二
〇
〇
二
年
二
月
）、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
（
二
〇
〇
二
年
二
月
）、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
（
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
）、
ザ
ン
ビ
ア

（
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
）、
ニ
カ
ラ
グ
ア
（
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
）、
ス
リ
ラ
ン
カ
（
二
〇
〇
四
年
四
月
）、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
二
〇
〇
四
年

一
一
月
）、
モ
ン
ゴ
ル
（
二
〇
〇
四
年
一
一
月
）、
パ
キ
ス
タ
ン
（
二
〇
〇
五
年
二
月
）
の
一
九
ヶ
国
に
つ
い
て
作
成
が
完
了
し
て
い
る
（
括

弧
内
は
策
定
完
了
年
月
）。

第
四
項　

国
別
援
助
研
究
会
報
告
と
国
別
援
助
計
画
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

　

国
際
協
力
総
合
研
修
所
の
国
別
研
究
会
報
告
書
と
外
務
省
の
国
別
援
助
計
画
、
更
に
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
事
業
実
施
計
画
は
相
互
に
影
響
し
合
い

サ
イ
ク
ル
を
形
成
す
る
。
国
別
援
助
研
究
会
の
報
告
が
国
別
援
助
計
画
策
定
に
生
か
さ
れ
、
国
別
援
助
計
画
に
基
づ
き
国
別
事
業
実
施
計
画

が
作
成
さ
れ
る
。
新
た
な
援
助
政
策
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
よ
り
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
、
次
は
環
境
の
変
化
に
応
じ
て
援
助
の
ニ
ー
ズ

を
汲
も
う
と
い
う
動
き
が
出
て
く
る
。
そ
れ
が
新
た
な
国
別
援
助
研
究
会
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
対
中
国
経
済
協
力
計
画
（
国
別
援
助
計
画
）
は
第
二
次
中
国
国
別
援
助
研
究
会
の
報
告
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、

第
三
次
タ
イ
国
別
援
助
研
究
会
は
、
援
助
計
画
策
定
後
の
環
境
の
中
で
新
た
な
援
助
を
い
か
に
進
め
て
い
く
べ
き
か
検
討
す
る
こ
と
を
目
標

と
し
て
い
た
。　

　

国
別
援
助
研
究
会
が
設
置
さ
れ
た
全
て
の
国
、
援
助
計
画
が
策
定
済
み
か
策
定
中
で
あ
る
全
て
の
国
に
関
し
て
上
記
の
サ
イ
ク
ル
が
成
立

し
て
い
る
か
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
（
事
業
実
施
計
画
に
関
し
て
は
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
図
書
館
等
で
の
閲
覧
が
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
更

に
対
象
と
な
る
ほ
ぼ
全
て
の
国
で
毎
年
策
定
さ
れ
て
い
る
様
で
あ
る
た
め
表
か
ら
外
し
た
。
網
掛
け
し
た
国
に
特
に
注
意
さ
れ
た
い
）。

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
等
に
関
し
て
は
新
た
な
援
助
研
究
会
の
設
置
を
待
た
ず
に
援
助
計
画
の
改
定
が
進
め
ら
れ
た
あ
る
い
は
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表２　国別援助研究会報告と国別援助計画のフィードバック

初回研究会
報告書提出年

国別援助計画
直前の援助研
究会報告書提
出年

国別援助
計画策定
年

国別援助計画策
定後の援助研究
会報告書提出年

国別援助
計画改定年

フィリピン 1987 1999 2000 →（なし）→ ［2005］

インド 1988 1995 ［2005］

タイ 1989 1996 2000 2003 ﹇2005 ﹈

インドネシア 1990 2000 2004

バングラデシュ 1990 1990 2000 →（なし）→ ［2005］

ブラジル 1991 2002

パキスタン 1991 2003 2005

スリランカ 1991 1991 2004

中国 1991 1999 2001

エジプト 1992 1992 2000 →（なし）→ ［2005］

ケニア 1992 1992 2000 2003 ＊

マレーシア 1993 1993 2002

ネパール 1993 2003

パレスチナ 1994 1994

ガーナ 1995 1995 2000 2002 ﹇2005 ﹈

セネガル 1995 1995

ベトナム 1995 1995 2000 →（なし）→ 2004

ジョルダン 1996 1996

モンゴル 1997 1997 2004

タンザニア 1997 1997 2000
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ラオス 1998 1998 ［2005］

ペルー 1998 1998 2000

カンボディア 2001 2001 2002

中央アジア＊＊ 2001 2001 ［2005］

キューバ 2002 2002

ボリビア 2004 2004

チュニジア 2002

ザンビア 1994 ＊ ＊ ＊ 1994 ＊ ＊ ＊ 2002 2003 ＊

ニカラグア 2002

エチオピア 2003＊ 2003＊ ［2005］

（出典）各援助研究会の報告書、外務省のホームページより筆者が作成
（注意） アフリカ（1991）、オセアニア（1991）、南部アフリカ（1994）、中東欧（2003）、アフ

リカ（2003）の地域別援助研究会（括弧内は報告書提出年）は省略した。［2005］は
2005年11月現在において国別援助計画が策定中であることを示す。

＊　　：アフリカ援助研究会（2003）で検討された国
＊＊　：ウズベキスタン、カザフスタン、キルギスの３ヶ国が対象とされた。
　　　　この内、キルギス以外について、国別援助計画が策定されている。
＊＊＊：南部アフリカ地域援助研究会（1994）で検討された国

進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
タ
イ
お
よ
び
ガ
ー
ナ
に
関
し

て
は
研
究
会
と
援
助
計
画
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
見

ら
れ
る
。
援
助
計
画
の
改
定
が
行
わ
れ
て
い
な
い
ケ

ニ
ア
に
関
し
て
も
、
援
助
計
画
の
策
定
後
、
ア
フ
リ

カ
援
助
研
究
会
の
枠
組
み
の
中
で
分
析
が
さ
れ
て
い

る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
国
別
援
助
研
究
会
の
設
置

な
し
に
国
別
援
助
計
画
が
策
定
さ
れ
た
（
あ
る
い
は

策
定
中
で
あ
る
）
国
が
二
四
カ
国
中
二
カ
国
（
チ
ュ

ニ
ジ
ア
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
）
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
執
筆
者
の
意
見
で
あ
り
機
関
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ

や
国
際
協
力
総
合
研
修
所
）
の
意
見
で
は
な
い
と
留

保
し
な
が
ら
報
告
書
が
出
さ
れ
て
い
る
研
究
会
が
少

な
く
な
い
が
、
研
究
会
で
蓄
積
さ
れ
た
情
報
が
外
務

省
（
お
よ
び
Ｏ
Ｄ
Ａ
総
合
戦
略
会
議
）
に
も
生
か
さ

れ
、
計
画
策
定
に
貢
献
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
国
際
協
力
総
合
研
修
所
の
国
別
援
助

研
究
会
を
事
例
と
し
て
変
化
の
萌
芽
に
つ
い
て
説
明

す
る
。
国
別
ア
プ
ロ
ー
チ
（
国
別
で
の
情
報
収
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集
・
計
画
策
定
）
に
関
す
る
制
度
の
う
ち
、
歴
史
が

最
も
長
い
た
め
に
様
々
な
デ
ー
タ
が
蓄
積
さ
れ
て
い

る
た
め
で
あ
る
。

第
二
節　

国
別
援
助
研
究
会
の
委
員
構
成
の

　
　
　
　

変
化

　

表
３
は
二
〇
〇
四
年
ま
で
に
最
終
報
告
書
を
提
出

し
た
全
研
究
会
に
つ
い
て
そ
の
委
員
に
経
済
界
が
何

人
籍
を
置
い
た
か
、
何
人
の
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
委
員
、
Ｎ
Ｇ

Ｏ
等
の
委
員
が
存
在
し
た
か
を
集
計
し
、
三
年
区
切

り
で
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
表
３
か
ら
は
、
以
下

の
二
点
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
一
九

九
〇
年
代
半
ば
を
境
に
し
て
、
経
済
界
か
ら
の
委
員

が
ほ
ぼ
姿
を
消
す
一
方
で
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
職
員
の
委
員

が
ほ
と
ん
ど
全
て
の
委
員
会
で
見
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
。
第
二
に
「
国
民
参
加
型
援
助
」
の

時
代
に
あ
っ
て
も
、
情
報
収
集
や
政
策
形
成
に
お
い

 表３　 国別援助研究会における経済界出身委員・JICA委員・NGO等
の委員の数の変遷

報告書提出時期
（該当研究会数） 経済界 JICA NGO等＊

1987年～1989年（3） 2  0 0

1990年～1992年（10） 3  0 2

1993年～1995年（10） 2  8 1

1996 年～1998年（7） 0  9 0

1999 年～2001年（6） 　　  1 ＊＊  7 1

2002 年～2004年（9） 0 14 0

（出典）各援助研究会の報告書より筆者が作成
＊　： 経済界、JICA、国際協力銀行（JBIC）（かつての海外経済協力基金

（OECF）と日本輸出入銀行）、日本貿易振興機構アジア経済研究所（か
つての日本貿易振興会（JETRO）とアジア経済研究所）、大学、国立機
関、シンクタンク以外に所属する委員。

＊＊： 2001年のカンボディア国別援助研究会に在籍した某株式会社の技術管理
室長のことであり、それ以前のように海外コンサルティング企業協会
（ECFA）等の経済団体の代表ではなかった。
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て
あ
ら
ゆ
る
行
為
者
に
門
戸
が
開
放
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
委
員
の
増
大
と
経
済
界
の
委
員
の
減
少
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
側
に
途
上
国
に
関
す
る
情
報
が
蓄
積
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で

あ
る
と
か
、
研
究
会
の
ス
タ
ン
ス
が
情
報
収
集
か
ら
総
合
調
整
重
視
に
移
行
し
た
か
ら
と
い
う
よ
う
な
理
由
付
け
が
可
能
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
職
員
が
研
究
会
の
事
務
局
員
や
タ
ス
ク
・
フ
ォ
ー
ス
か
ら
委
員
に
「
格
上
げ
」
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
他
の
委
員
と
同

等
の
立
場
で
発
言
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
確
か
で
あ
り
、
研
究
会
に
お
け
る
政
府
側
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
の
主
導
権
が
高
ま
っ
た
と
評
価

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
一
方
で
過
去
の
援
助
行
政
で
途
上
国
の
情
報
収
集
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
や
商
社
の
影
響
力

が
小
さ
く
な
っ
た
様
子
が
表
か
ら
も
伺
え
る
。
前
節
で
述
べ
た
援
助
機
関
中
心
の
情
報
網
が
こ
の
時
期
に
整
備
さ
れ
始
め
、
日
本
と
し
て
の

援
助
戦
略
が
構
築
さ
れ
始
め
た
こ
と
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

第
三
節　

小
括

　

本
章
で
は
政
府
の
情
報
網
の
整
備
が
進
ん
で
い
る
こ
と
、
及
び
国
別
援
助
研
究
会
の
構
成
が
政
府
の
側
に
大
き
く
シ
フ
ト
し
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
一
連
の
変
化
が
示
す
の
は
、
実
際
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
お
い
て
は
、
政
府
の
情
報
収
集
能
力
を
高
め
る
方
向
に

制
度
化
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
参
加
の
拡
大
が
起
こ
る
傍
ら
で
、
こ
う
し
た
変
化
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
市

場
の
み
を
援
助
行
政
の
問
題
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
考
え
る
立
場
で
は
、
説
明
に
限
界
が
あ
ろ
う
。

註（
６
）　

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
三
〇
日
に
慶
応
大
学
で
行
わ
れ
た
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
ア
ジ
ア
第
一
部
本
田
恵
理
氏
の
講
演
よ
り
。
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結
語

　

本
稿
は
、
援
助
行
政
研
究
に
お
い
て
主
流
で
は
な
か
っ
た
が
、
昔
か
ら
適
用
の
余
地
の
あ
っ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

議
論
に
注
目
し
な
が
ら
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
日
本
の
援
助
行
政
の
変
化
を
考
察
し
て
き
た
。

　

市
場
や
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
み
を
資
源
配
分
な
ど
の
問
題
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
重
視
し
、
官
民
の
対
立
関
係
を
前
提
に
す
る
と
い
う
先

行
研
究
の
論
調
は
、
世
界
銀
行
な
ど
の
援
助
機
関
の
開
発
援
助
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
国
外
的
な
要
因
や
冷
戦
期
に
最
小
限
の
リ
ソ
ー
ス
で
Ｏ

Ｄ
Ａ
の
拡
大
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
許
さ
れ
た
と
い
う
国
内
的
な
要
因
に
負
っ
て
い
る
。
民
間
企
業
の
関
与
の
大
き
さ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
援
助
行
政
に
お
け
る
政
府
の
責
任
に
関
し
て
問
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
援
助
行
政
の
状
況
を
、
先
行
研
究
も
反
映
し

て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
援
助
行
政
が
や
や
も
す
る
と
公
共
政
策
の
中
で
特
殊
と
考
え
ら
れ
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
要
因
が
存
在
し

た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
マ
ル
コ
ス
疑
惑
」
を
契
機
に
援
助
行
政
を
特
殊
た
ら
し
め
て
い
た
要
因
の
一
部
が
な
く
な
り
、
援
助
の
戦
略
性
を
高

め
る
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
た
。
ま
た
冷
戦
終
焉
に
伴
い
政
府
外
の
行
為
者
の
活
用
に
つ
い
て
の
消
極
的
姿
勢
が
改
め
ら
れ
て
、
Ｎ
Ｇ

Ｏ
が
実
施
す
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
額
も
増
大
し
て
い
る
。
か
く
し
て
政
府
の
役
割
が
期
待
さ
れ
る
様
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の

活
動
を
支
援
す
る
形
で
援
助
を
実
施
す
る
制
度
の
拡
充
等
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
重
視
す
る
一
方
で
、
国
家
戦
略
を
政
府
が

自
ら
策
定
し
始
め
た
り
、
情
報
網
の
整
備
を
自
ら
進
め
た
り
し
て
い
る
と
い
う
現
象
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
を

用
い
れ
ば
、「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
福
祉
行
政
（
介
護
保
険
）
な
ど
の
他
の
領
域
と
同
じ
ジ
レ
ン
マ
に
、
政

府
が
陥
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
は
、
今
後
の
援
助
行
政
の
在
り
方
を
考
え
る
手
掛
か

り
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
過
去
の
援
助
行
政
に
つ
い
て
も
新
た
な
知
見
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
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ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
が
示
唆
す
る
様
に
、
政
府
が
幅
広
い
ア
ク
タ
ー
の
関
与
を
援
助
の
実
施
の
み
に
限
定
し
続

け
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
他
の
要
因
が
効
い
て
幅
広
い
民
間
部
門
が
情
報
を
提
供
し
政
策
決
定
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
る
の
か
、

実
務
的
に
も
学
問
的
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
は
、
援
助
の
実
務
に
携
わ
る
人
々
の
努
力
を
貶
め
る
意
図
で
書
か
れ
た
も
の
で
は

な
い
。
様
々
な
特
殊
要
因
に
翻
弄
さ
れ
ず
に
援
助
行
政
を
客
観
的
に
分
析
す
る
枠
組
み
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
本

稿
で
用
い
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
注
目
す
る
議
論
が
援
助
実
務
者
と
学
界
の
対
話
を
更
に
促
し
、「
国
民
参
加
型
援
助
」
を
よ
り
層
の
厚
い
も

の
に
す
る
の
に
貢
献
し
て
く
れ
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

　

参
考
文
献

芦
立
秀
朗
（
二
〇
〇
一
）「
公
共
政
策
と
し
て
の
日
本
の
援
助
行
政―

実
施
に
お
け
る
民
間
セ
ク
タ
ー
の
役
割―

（
一
）」『
法
学
論
叢
』
第
一
四
九
巻
第
四

号
、
一
〇
一
〜
一
二
七
頁
。

　

―

（
二
〇
〇
二
）「
公
共
政
策
と
し
て
の
日
本
の
援
助
行
政―

実
施
に
お
け
る
民
間
セ
ク
タ
ー
の
役
割―

（
二
）・
完
」『
法
学
論
叢
』
第
一
五
〇
巻
第
四

号
、
一
〇
六
〜
一
二
七
頁
。

足
立
幸
男
・
森
脇
俊
雅
編
著
（
二
〇
〇
三
）『
公
共
政
策
学
』
京
都
：
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

池
田
龍
彦
（
二
〇
〇
四
）「
開
発
援
助
の
歴
史
」
森
川
俊
孝
・
池
田
龍
彦
・
小
池
治
編
著
『
開
発
協
力
の
法
と
政
治―

国
際
協
力
研
究
入
門―

』
東
京
：
国
際

協
力
出
版
会
、
六
三
〜
八
一
頁
。

上
山
信
一
（
二
〇
〇
二
）『「
政
策
連
携
」
の
時
代　

地
域
・
自
治
体
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
』
東
京
：
日
本
評
論
社
。

後
房
雄
（
二
〇
〇
二
）「
行
政
の
任
務
」　

福
田
耕
治
・
真
渕
勝
・
縣
公
一
郎
『
行
政
の
新
展
開
』
東
京
：
法
律
文
化
社
、
八
九
〜
一
二
〇
頁
。

ガ
イ
・
ピ
ー
タ
ー
ズ
（
一
九
九
七
）「
行
政
改
革
は
い
ま
な
ぜ
必
要
か―

改
革
の
理
論
と
現
状
」『
季
刊
行
政
管
理
研
究
』
Ｎ
ｏ
．
八
〇
、
三
〜
一
〇
頁
。

加
藤
浩
三
（
一
九
九
八
）『
通
商
国
家
の
開
発
協
力
政
策　

日
独
の
国
際
的
位
置
と
国
内
制
度
と
の
連
関
』
東
京
：
木
鐸
社
。

小
池
治
（
二
〇
〇
四
）「
開
発
援
助
の
新
潮
流―

『
貧
困
削
減
』
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革―
」
森
川
俊
孝
・
池
田
龍
彦
・
小
池
治
編
著
『
開
発
協
力
の
法
と
政
治

―

国
際
協
力
研
究
入
門―

』
東
京
：
国
際
協
力
出
版
会
、
八
二
〜
一
〇
一
頁
。
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国
際
開
発
ジ
ャ
ー
ナ
ル
（
二
〇
〇
三
）「
特
集　

連
携
へ
進
む
企
業
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
」『
国
際
開
発
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
二
〇
〇
三
・
六
、
二
〇
〜
三
五
頁
。

国
際
開
発
セ
ン
タ
ー
（
二
〇
〇
〇
）『
欧
米
主
要
国
の
国
際
協
力
に
お
け
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
支
援
・
連
携
策
に
関
す
る
調
査
』
外
務
省
委
託　
（
財
）
国
際
開
発
セ
ン

タ
ー
。

国
際
協
力
機
構
（
二
〇
〇
三
）『
援
助
の
潮
流
が
わ
か
る
本―

今
、
援
助
で
何
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
の
か―

』
東
京
：
国
際
協
力
出
版
会
。

国
際
協
力
事
業
団
（
一
九
九
九
ａ
）『
国
際
協
力
事
業
団
二
十
五
年
史
』
東
京
．，
国
際
協
力
出
版
会
。

　

―

（
一
九
九
九
ｂ
）『
国
際
協
力
の
基
礎
知
識
』
東
京
：
国
際
開
発
ジ
ャ
ー
ナ
ル
社
。

国
際
協
力
プ
ラ
ザ
（
二
〇
〇
四
）「
特
集　

国
民
参
加
型
援
助
の
方
向
性
」『
国
際
協
力
プ
ラ
ザ
』
一
一
四
、
四
〜
一
〇
頁
。

後
藤
一
美
（
二
〇
〇
五
）「
日
本
の
国
際
開
発
協
力
を
問
う
」
後
藤
一
美
・
大
野
泉
・
渡
辺
利
夫
編
著
『
日
本
の
国
際
開
発
協
力
』
一
〜
五
六
頁
。

五
月
女
光
弘
（
二
〇
〇
三
）「
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
占
め
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
／
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
役
割
」『
国
際
問
題
』
五
一
七
、
六
三
〜
七
七
頁
。

重
冨
真
一
（
二
〇
〇
二
）「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
ス
ペ
ー
ス
と
現
象
形
態―

第
三
セ
ク
タ
ー
分
析
に
お
け
る
ア
ジ
ア
か
ら
の
視
角―

」『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
三
一
、
三

八
〜
六
二
頁
。

渋
川
智
明
（
二
〇
〇
五
）「
介
護
保
険
改
定
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
」『
都
市
問
題
』
九
六
（
一
）、
二
三
〜
二
七
頁
。

白
鳥
正
喜
（
一
九
九
八
）『
開
発
と
援
助
の
政
治
経
済
学
』
東
京
：
東
洋
経
済
新
報
社
。

新
藤
宗
幸
（
二
〇
〇
一
）『
講
義　

現
代
日
本
の
行
政
』
東
京
：
東
京
大
学
出
版
会
。

鈴
木
守
（
一
九
九
七
）『
現
代
日
本
の
公
共
政
策　

環
境
・
社
会
資
本
・
高
齢
化
』
東
京
：
慶
応
大
学
出
版
会
。

鷲
見
一
夫
（
一
八
八
九
）『
Ｏ
Ｄ
Ａ　

援
助
の
現
実
』
東
京
：
岩
波
新
書
。

外
川
伸
一
（
二
〇
〇
五
ａ
）「
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
ノ
ー
ト
」『
山
梨
学
院
大
学
法
学
論
集
』
五
四
、
二
五
三
〜
三
一
六
頁
。

　

―

（
二
〇
〇
五
ｂ
）「
Ｎ
Ｐ
Ｍ
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
自
治
体
行
政
改
革
」
日
本
行
政
学
会
分
科
会
ペ
ー
パ
ー
。

田
中
義
皓
（
一
九
九
五
）『
援
助
と
い
う
外
交
戦
略
』
東
京
：
朝
日
選
書
。

長
尾
悟
（
二
〇
〇
一
）「
国
際
政
治
学
に
お
け
る
政
策
決
定
ア
プ
ロ
ー
チ
の
現
状
と
課
題―

日
本
の
外
交
政
策
研
究
に
関
す
る
一
試
案―

」『
公
共
政
策
研

究
』
第
一
号
、
七
七
〜
九
三
頁
。

永
野
慎
一
郎
・
近
藤
正
臣
編
（
一
九
九
九
）『
日
本
の
戦
後
賠
償―

ア
ジ
ア
経
済
協
力
の
出
発
』
東
京
：
勁
草
書
房
。

西
尾
勝
（
二
〇
〇
〇
）『
行
政
の
活
動
』
東
京
：
有
斐
閣
。
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西
尾
勝
・
村
松
岐
夫
編
集
（
一
九
九
四
）『
講
座
行
政
学　

第
三
巻　

政
策
と
行
政
』
東
京
：
有
斐
閣
。

西
垣
昭
・
下
村
恭
民
（
一
九
九
七
）『
開
発
援
助
の
経
済
学　
「
共
生
の
世
界
」
と
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
﹇
新
版
﹈』
東
京
：
有
斐
閣
。

橋
本
光
平
編
（
一
九
九
九
）『
日
本
の
外
交
政
策
決
定
要
因
』
東
京
：
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
。

長
谷
川
純
一
・
小
浜
裕
久
（
二
〇
〇
四
）『
Ｏ
Ｄ
Ａ
改
革―

我
が
国
援
助
政
策
の
転
換
と
そ
の
経
済
的
意
義―

』
ワ
ー
キ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
。

服
部
万
里
子
（
二
〇
〇
四
）「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と
こ
れ
か
ら
の
介
護
保
険
」『
月
刊
自
治
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
五
三
六
、
三
四
〜
三
九
頁
。

福
田
耕
治
・
真
渕
勝
・
縣
公
一
郎
（
二
〇
〇
二
）『
行
政
の
新
展
開
』
東
京
：
法
律
文
化
社
。

保
坂
渉
（
一
九
九
六
）「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
Ｏ
Ｄ
Ａ
と
の
補
完
関
係
で
い
い
の
か
？　

迫
ら
れ
る
『
量
か
ら
質
』
の
援
助
」『
国
際
開
発
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
四
七
二
、
一

六
〜
一
七
頁
。

毎
熊
浩
一
（
二
〇
〇
一
）「
Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
？―

『
規
制
国
家
』
現
象
と
『
触
媒
政
府
』
の
本
質
」『
年
報
行
政
研
究
』
三
六
、
一
七
七
〜
一
九
六

頁
。

牧
野
耕
司
（
二
〇
〇
二
）「
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
（
貧
困
削
減
戦
略
ペ
ー
パ
ー
）
に
つ
い
て
の
暫
定
的
考
察
」『
国
際
開
発
研
究
』、
一
八(

一)

、
九
八
〜
一
〇
三
頁
。

宮
川
公
男
・
山
本
清
編
著
（
二
〇
〇
二
）『
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス　

改
革
と
戦
略
』
東
京
：
日
本
経
済
評
論
社
。

三
輪
徳
子
（
二
〇
〇
五
）「
国
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
評
価
の
困
難
性
を
越
え
て―

実
践
的
方
法
論
に
関
す
る
考
察
と
試
案―

」『
日
本
評
価
研
究
』
五
（
一
）、
二
七

〜
四
四
頁
。

村
井
吉
敬
＋
Ｏ
Ｄ
Ａ
調
査
研
究
会
（
一
九
八
九
）『
無
責
任
援
助
Ｏ
Ｄ
Ａ
大
国
ニ
ッ
ポ
ン
』
東
京
：
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
出
版
局
。

村
松
岐
夫
（
二
〇
〇
一
）『
行
政
学
教
科
書
﹇
第
二
版
﹈』
東
京
：
有
斐
閣
。

村
松
岐
夫
・
伊
藤
光
利
・
辻
中
豊
（
一
九
九
二
）『
日
本
の
政
治
』
東
京
：
有
斐
閣
。

村
松
岐
夫
・
稲
継
裕
昭
編
著
（
二
〇
〇
三
）『
包
括
的
地
方
自
治
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
』
東
京
：
東
洋
経
済
新
報
社
。

安
田
信
之
編
著
（
一
九
九
八
）『
転
換
期
の
日
本
の
国
際
協
力
』
名
古
屋
大
学
大
学
院
国
際
開
発
研
究
科
。

柳
原
透
（
二
〇
〇
一
）「
途
上
国
の
貧
困
削
減
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
日
本
の
貢
献
」『
国
際
協
力
研
究
』
一
七
（
二
）、
一
〜
七
頁
。

山
口
二
郎
（
一
九
九
四
）「
政
策
の
類
型
」
西
尾
勝
・
村
松
岐
夫
編
集
『
講
座
行
政
学　

第
五
巻　

業
務
の
執
行
』
東
京
：
有
斐
閣
、
一
〜
三
二
頁
（
第
一

章
）。

山
田
順
一
（
一
九
九
一
）「
Ｏ
Ｄ
Ａ
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
連
携
に
つ
い
て
」『
基
金
調
査
季
報
』
Ｎ
ｏ
．
七
二
、
九
九
〜
一
一
一
頁
。
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吉
田
均
（
二
〇
〇
一
）『
地
方
自
治
体
の
国
際
協
力
：
地
域
住
民
参
加
型
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
目
指
し
て
』
東
京
：
日
本
評
論
社
。

ロ
バ
ー
ト
・
Ｍ
・
オ
ア
ー
、
Ｊ
ｒ
．
著　

田
辺
悟
訳
（
一
九
九
三
）『
日
本
の
政
策
決
定
過
程
：
対
外
援
助
と
外
圧
』
東
京
：
東
洋
経
済
新
報
社
。

渡
辺
利
夫
・
草
野
厚
（
一
九
九
一
）『
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
ど
う
す
る
か
』
東
京
：
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
。
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